
◆ 不動産の所有にかかる税金
○ 固定資産税（市町村税）

○ 都市計画税（市町村税）・・・都市計画法による市街化区域内に不動産

を所有している場合

○ 事業所税（奈良市のみ）・・・不動産を事業使用している場合

◆ 不動産による賃貸収入等にかかる税金
○ 所得税（国税）

○ 県民税・市町村民税（県税及び市町村税）

○ 消費税（国税及び県税）

○ 事業税（県税）

◆ 不動産を取得した場合
○ 不動産取得税（県税）

○ 消費税（国税及び県税）

○ 印紙税（国税）

○ 登録免許税（国税）・・・不動産の登記による

◆ 不動産を譲渡した場合
○ 所得税（国税）

○ 県民税・市町村民税（県税及び市町村税）

○ 印紙税（国税）

◆ 不動産を相続した（贈与された）場合
○ 相続税（国税）

○ 贈与税（国税）

■不動産と税金
不動産と税金

土地、建物などの不動産と税金の関係は、次のようになります。

納める人

納める額

この税は、県内の最終処分場への産業廃棄物の搬入に対して課税され
るもので、排出抑制への推進支援、リサイクルへの推進支援、産業廃棄
物監視強化対策に充てられる法定外目的税です。

排出事業者又は中間処理業者（県外を含む）が、最終処分業者を通じて納めます。

県内の最終処分場への産業廃棄物の搬入量１ｔにつき1,000円

１．最終処分業者は、排出事業者又は中間処理業者（県外を含む）から産業廃棄物の埋立
処分を委託された場合には、産業廃棄物税を徴収し毎月分を翌月末までに申告し、納
税します。

２．排出事業者又は中間処理業者がその排出する産業廃棄物の埋立処分を自ら行う場合
（自社処分）においては、毎月分を翌月末までに申告し納税します。

申告と納税

◎法定外目的税とは

地方自治体が、特定の使用目的や事業の経費とするために、地方税法で定められていない税目を条例
で定めて設ける税のことです。

■産業廃棄物税（県税・法定外目的税）
仕事と税金
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